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さいたま市ボランティア・バスを運行します 
１ 目的 
   東日本大震災により大きな被害を受けた被災地、被災された方々を支援するた

め、さいたま市とさいたま市社会福祉協議会との共催により、市民ボランティア

を募集し、被災地までの移動手段としてボランティア・バスの運行を行うととも

に、ボランティアの現地における活動を支援する。 
２ 実施期間 
  ○第 1期 平成 23年 6月 16日（木）～平成 23年 6月 18日（土） 
  ○第 2期 平成 23年 6月 22日（水）～平成 23年 6月 24日（金） 
  ○第 3期 平成 23年 6月 28日（火）～平成 23年 6月 30日（木） 
  ※2泊 3日（車中 1泊、実働 2日） 
３ 活動場所 
   宮城県内被災地 
４ 活動予定 
  ○重機で作業した後のガレキの撤去 
  ○家屋の清掃、泥の撤去 
  ○側溝の清掃 など 
  ※具体的な内容については、被災地のボランティアセンターからの依頼により、

今後決定する。 
５ 募集定員 
   各回 30名（バス 1台）※さいたま市在住の 18歳以上の方（高校生は除く） 
※各回とも、市職員 1名～2名、市社会福祉協議会職員 2名が同行する。 

６ 主催者側負担 
   移動に要するバスの運行費用及びボランティア保険については、主催者側で負

担する。 
  ※食費、宿泊費（1泊素泊まりで 6千円程度）、作業に要する装備品等は参加者の

負担 
７ 申込先・方法 
   さいたま市社会福祉協議会 ボランティア振興係まで葉書かＦＡＸで申し込む。

※宛先（〒330－0061さいたま市浦和区常盤 9－30－22 FAX048－834－3154） 
  ※問い合わせ（TEL 048－834－3147） 
※各回とも 6月 8日（水）〆切（必着） 

  ※詳細は、市及び市社会福祉協議会のホームページ。 


